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告 示■

◎群馬県告示第７９号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の１０第２項の規定により交付した次の免税軽油

使用者証について、亡失した旨の報告があったので、無効とする。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

使用者証 免税軽油使用者証を交付した
業種 有 効 期 間 亡失年月日

番 号 事務所

農業 08-00255 令和２年３月１０日から 利根沼田行政県税事務所 令和３年１１月１５日
令和５年２月２８日まで

◎群馬県告示第８０号

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定により知事が定める数の告示（平成３０年群馬県告示第

９７号）の一部を次のように改正し、令和４年４月１日から施行する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

表第９条第３項の項中「０．６」を「０．４」に改め、表第９条第５項の項中「０．９８６２８３７０５９６８

１」を「０．９８７０１７３７３５３４４」に改め、表第９条第８項の項中「１．０４５３４８９６５６１１１」

を「１．０３０３０３１４６９８４４」に改め、表第１０条第３項の項中「０．９７８４０１７８８１１１６」を

「０．９７８５７０３７７８４２２」に改め、表第１０条第６項の項中「０．９９９９９９９９８５１０８」を

「０．９９９９９９９９８５６２７」に改め、表第１１条第３項の項中「１．０１６９８０５７６２０５０」を

「１．０１５０３２２１２８６７８」に改め、表第１１条第６項の項中「０．９９９９９９９９５９４０２」を

「０．９９９９９９９９６０１６３」に改める。

◎群馬県告示第８１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 保安林予定森林の所在場所 安中市松井田町西野牧字中河原１７１３０、１７１３７、１７１３８の１、１７

１４０の１、１７１４１

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

（1）立木の伐採の方法
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ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び安中市役所に備え置いて縦

覧に供する。

◎群馬県告示第８２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 保安林予定森林の所在場所 渋川市村上字伊久保３６２５の１９、字寺沢３６２６、３６２７、３６２８の１、

安中市上後閑字青木２８４３、２８４６の３、２８４７、２８４８の１、松井田町上増田字板ヶ沢２０８３の１、

２０８３の乙

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

（1）立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

渋川市村上字伊久保３６２５の１９、字寺沢３６２６、３６２７、３６２８の１、安中市上後閑字青木２

８４３、２８４７、２８４８の１（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）、２８４６の３、松井田

町上増田字板ヶ沢２０８３の１、２０８３の乙

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課並びに

渋川市役所及び安中市役所に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第８３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年３月２５日
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群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間 供用開始の日時

種 類

県道 高崎東吾妻線 高崎市箕郷町下芝字萬行７５５番の１地先から同市箕郷 令和４年３月２６日
町上芝字大杉３５９番の２地先まで 午後４時３０分

◎群馬県告示第８４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間 供用開始の日時

種 類

県道 高崎安中渋川 高崎市箕郷町上芝字西龍ノ宮５４０番の１地先から同市 令和４年３月２６日
線 同字同５６０番の１地先まで 午後４時３０分

◎群馬県告示第８５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 供用開始の日時
種 類

県道 前橋安中富岡 高崎市箕郷町上芝字東龍ノ宮５０６番の１地先から同市 令和４年３月２６日
線 本郷町字カサ１３６０番の４地先まで 午後４時３０分

◎群馬県告示第８６号

河川区域の変更により、次のとおり廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第４９

条の規定により告示する。
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なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部河川課及び群馬県高崎土木事務所において縦覧

に供する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 河川の名称 利根川水系 一級河川染谷川

２ 廃川敷地等が生じた年月日 令和４年３月２５日

３ 廃川敷地等の位置 高崎市金古町字庚申８３３番１地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 ４０１．５６㎡

◎群馬県告示第８７号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定により、前橋都市計画工業団地造成事業を決定

したので、同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書

を公衆の縦覧に供する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画工業団地造成事業 駒寄スマートＩＣ周辺地区

２ 都市計画を定める土地の区域 前橋市池端町の一部

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計画課

◎群馬県告示第８８号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

前橋都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画区域区分 駒寄スマートＩＣ周辺地区

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 前橋市池端町の一部

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計画課

公 告■

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、前橋農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

変更後の前橋農業振興地域は、前橋市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。

令和４年３月２５日（金） 群 馬 県 報 第９９８７号
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１ 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和４年群馬県告示第８８号）後の都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）に基づく市街化区域

２ 都市計画用途地域の変更の告示（平成２０年前橋市告示第１７７号）後の都市計画法に基づく用途地域

３ 都市計画用途地域の変更の告示（平成８年富士見村告示第５９号）後の都市計画法に基づく用途地域

４ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第４条第１項及び第６条第１項の規定による一級河川利根川の河川区域

５ 川曲町、元総社町及び鳥羽町のうち、上記１に該当する区域以外の区域

６ 平成１６年１２月４日現在の宮城村及び平成２１年５月４日現在の富士見村の区域のうち、国有林野の全域及

び県有林の全域

７ 三夜沢町字上十二、字十二、字境内、字硯石及び字櫃石の区域、柏倉町字小穴及び字大穴２２２２番地の区域、

苗ケ島町字大師沢、字神東原、字東沢、字滝沢並木、字桝形２４５４、２４５８、２４５９、２４６２、２４６

５、２４６７、２４７１から２４７３まで、２４７５、２４７８、２４７９、２５０１、２５０３から２５０８

まで、２５１０から２５１４まで、２５１６から２５２０まで、２５２３から２５２６まで、２５２７の１、２

５２７の２及び２５２８、字大畑２２５９から２２６４まで、２３０１、２７２１及び２８１７、字新並木２６

４６及び２６４７、字三角原２０５１の２及び２０５１の３、字片並木２０５４の２並びに字向松並木２０５２

の１及び２０５２の５番地の区域並びに鼻毛石町字谷源地１９５２、１９７６、１９７７、１９７９、１９８１、

１９８５から１９８７まで、１９９７、１９９８、２００２、２００３及び２６１０、字東半木８０１の２及び

１８４９の２７、字菅広８１２から８１５まで、８１６の１、８１６の３、８１６の４、８１８及び８１９、字

西半木１８４８の２並びに字片並木１８５１の２番地の区域

８ 平成１６年１２月４日現在の粕川村の区域のうち、国有林野の全域

９ 富士見町小暮字東新地２４２５の１、字新山２４３８の１、字西新山２４０９及び字新地２４２０の１番地の

区域

10 富士見町赤城山１４６７、１９３２の２、１９３５、２０３６、２０８３及び２１０３番地の区域

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により赤城西麓土地改良区の定款の変更を令和

４年３月１５日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定により、令和４年度前期技

能検定の実施について、次のとおり公示する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 実施職種

(1) １級及び２級 園芸装飾、造園、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造に係るものに限る。）、金属熱処理、粉末冶金（焼結

に係るものに限る。）、機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤、数値制御フライス盤、平面研削盤、

円筒研削盤、ホブ盤及びマシニングセンタに係るものに限る。）、放電加工（数値制御形彫り放電加工及びワ

令和４年３月２５日（金） 群 馬 県 報 第９９８７号
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イヤ放電加工に係るものに限る。）、金属プレス加工、鉄工（製缶及び構造物鉄工に係るものに限る。）、建

築板金、工場板金（曲げ板金及び打出し板金に係るものに限る。）、めっき（２級の電気めっきに係るものに

限る。）、仕上げ、切削工具研削（工作機械用切削工具研削に係るものに限る。）、ダイカスト、電子機器組

立て、電気機器組立て（変圧器組立て及び配電盤・制御盤組立てに係るものに限る。）、産業車両整備、建設

機械整備、婦人子供服製造（婦人子供注文服製作に係るものに限る。）、家具製作（家具手加工に係るものに

限る。）、建具製作、プラスチック成形（射出成形及び真空成形に係るものに限る。）、石材施工（石張りに

係るものに限る。）、とび、左官、ブロック建築、タイル張り、畳製作、防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水

工事、アクリルゴム系塗膜防水工事、シーリング防水工事、改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事及

びＦＲＰ防水工事に係るものに限る。）、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボ

ード仕上げ工事及び化粧フィルム工事に係るものに限る。）、熱絶縁施工（保温保冷工事に係るものに限

る。）、サッシ施工、表装（壁装に係るものに限る。）、塗装（建築塗装、金属塗装及び噴霧塗装に係るもの

に限る。）及びフラワー装飾

(2) ３級 園芸装飾、造園、金属熱処理、機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤、平面研削盤及びマ

シニングセンタに係るものに限る。）、仕上げ（機械組立仕上げに係るものに限る。）、機械検査、電子機器

組立て、建築大工、左官、ブロック建築、塗装（金属塗装に係るものに限る。）、舞台機構調整、商品装飾展

示及びフラワー装飾

２ 試験の方法 実技試験及び学科試験によって行う。

３ 技能検定試験の実施期日及び実施場所

(1) 実技試験

ア 実施期日 令和４年６月７日（火）から同年９月１１日（日）までの間において、群馬県職業能力開発協

会（以下「職能協会」という。）が指定する日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

ウ 問題の公表 実技試験の問題は、あらかじめ令和４年５月３１日（火）に職能協会において公表する。た

だし、一部の職種については、公表しない。

(2) 学科試験

ア 実施期日 検定職種ごとに、次のとおり行う。

検 定 職 種 期 日

○３級 園芸装飾、造園、機械加工、仕上げ、機械検査、電子機器組立 令和４年７月１０日（日）
て、建築大工、左官、ブロック建築、塗装、舞台機構調整、商品装飾展
示及びフラワー装飾

○１級及び２級 造園、金属熱処理、金属プレス加工、産業車両整備、プ 令和４年８月２１日（日）
ラスチック成形、とび、防水施工、サッシ施工及び塗装
○３級 金属熱処理

○１級及び２級 粉末冶金、機械加工、鉄工、めっき、ダイカスト、電子 令和４年８月２８日（日）
機器組立て、建設機械整備、婦人子供服製造、家具製作、建具製作、左
官、畳製作及び内装仕上げ施工

○１級及び２級 園芸装飾、鋳造、放電加工、建築板金、工場板金、仕上 令和４年９月４日（日）
げ、切削工具研削、電気機器組立て、石材施工、ブロック建築、タイル
張り、熱絶縁施工、表装及びフラワー装飾

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。



9

令和４年３月２５日（金） 群 馬 県 報 第９９８７号

４ 受検手数料の納付方法等

(1) 受検手数料は、群馬県職業能力開発促進法関係手数料条例（平成１２年群馬県条例第６８号）別表に定める

額とする。

(2) 受検手数料の納付方法 実技試験及び学科試験を受ける者は、それぞれの手数料の額を確認して、職能協会

の指定するゆうちょ銀行の口座に納付すること。

なお、実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、当該手数料の納付は要しない。

また、受検申請を受け付けた後は、申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場合でも、納付した手数

料は返還しない。ただし、試験を実施しない場合を除く。

５ 受検申請の手続

(1) 提出書類

ア 技能検定受検申請書（以下「申請書」という。）

イ 本人確認書類（運転免許証、保険証の写し等）

ウ 郵便振替払込受付証明書（裏面貼付提出用）

エ 実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面

(2) 提出先 〒３７２－０８０１ 群馬県伊勢崎市宮子町１２１１番地の１ 群馬県職業能力開発協会 電話０

２７０－２３－７７６１

(3) 受付期間 令和４年４月４日（月）から同月１５日（金）まで。原則として郵送での受付とし、受付期間内

の消印のあるものに限り有効とする。

(4) 受検申請に関する注意

ア 申請書及び案内書は、職能協会で交付する。

なお、申請書及び案内書の郵送を希望する場合は、職能協会ホームページから（様式１）送付依頼書をダ

ウンロードし、必要事項を記入の上、同協会に依頼すること。

イ 申請書を郵送する場合は、提出書類を同封の上、簡易書留で送付すること。

６ 合格の発表等

(1) 実技試験又は学科試験の合格通知 実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者及びその双方に合格した

者については、職能協会が書面で通知する。

(2) 技能検定合格者の発表 技能検定合格者（金属熱処理を除いた３級職種に係るものに限る。）の受検番号は

令和４年８月２６日（金）に、技能検定合格者（１級、２級及び３級（金属熱処理に限る。）職種に係るもの

に限る。）の受検番号は同年９月３０日（金）にそれぞれ群馬県ホームページに掲載する。

(3) 技能検定合格証書等の交付 １級の技能検定の合格者には厚生労働大臣名の合格証書が交付され、２級及び

３級の技能検定の合格者には群馬県知事名の合格証書が交付される。このほか、１級、２級及び３級の技能検

定の合格者には厚生労働大臣から技能士章が交付される。

７ 受検手数料（減免対象者）の変更

(1) 平成２９年度後期技能検定から実施している若年者に対する実技試験受検手数料の減免措置について、対象

者を以下のとおり変更する。

ア 令和３年度まで ２級又は３級を受検する３５歳未満の者

イ 令和４年度以降 ２級又は３級を受検する２５歳未満の雇用保険被保険者

(2) 当該減免措置の対象者は、雇用保険被保険者であることの証明として、受検申請時に上記５(1)に加えて以下

のいずれかの書類を提出すること。

ア 雇用保険被保険者証の写し
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イ 直近の給与明細の写し

ウ 就労証明書

８ その他

技能検定について不明な点は、群馬県産業経済部労働政策課（電話０２７－２２６－３４１４）又は職能協会

に問い合わせること。

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定により、令和４年度技能検

定随時２級、随時３級及び基礎級の実施について、次のとおり公示する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 実施職種

(1) 随時２級 鋳造（鋳鉄鋳物鋳造に係るものに限る。）、鍛造（プレス型鍛造に係るものに限る。）、機械加

工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤及びマシニングセンタに係るものに限る。）、金属プレス加工、鉄

工（構造物鉄工に係るものに限る。）、建築板金、工場板金（機械板金に係るものに限る。）、めっき、仕上

げ（金型仕上げ及び機械組立仕上げに係るものに限る。）、機械検査、ダイカスト（コールドチャンバダイカ

ストに係るものに限る。）、電子機器組立て、電気機器組立て（回転電機組立てに係るものに限る。）、冷凍

空気調和機器施工、染色（織物・ニット浸染に係るものに限る。）、婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製に

係るものに限る。）、家具製作（家具手加工に係るものに限る。）、建具製作（木製建具手加工に係るものに

限る。）、印刷、プラスチック成形（射出成形に係るものに限る。）、パン製造、建築大工、とび、左官、タ

イル張り、配管（建築配管に係るものに限る。）、型枠施工、鉄筋施工（鉄筋組立てに係るものに限る。）、

コンクリート圧送施工、防水施工（シーリング防水工事に係るものに限る。）、内装仕上げ施工（カーペット

系床仕上げ工事、ボード仕上げ工事及びカーテン工事に係るものに限る。）、塗装（建築塗装、金属塗装及び

噴霧塗装に係るものに限る。）及び工業包装

(2) 随時３級 さく井、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造及び非鉄金属鋳物鋳造に係るものに限る。）、鍛造（ハンマ型鍛造

及びプレス型鍛造に係るものに限る。）、機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤及びマシニングセ

ンタに係るものに限る。）、金属プレス加工、鉄工（構造物鉄工に係るものに限る。）、建築板金、工場板金

（機械板金に係るものに限る。）、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電

子機器組立て、電気機器組立て（回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立

て及び回転電機巻線製作に係るものに限る。）、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色（糸浸染

及び織物・ニット浸染に係るものに限る。）、婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製に係るものに限る。）、

紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製（ワイシャツ製造に係るものに限る。）、家具製作（家具

手加工に係るものに限る。）、建具製作（木製建具手加工に係るものに限る。）、紙器・段ボール箱製造、印

刷、製本、プラスチック成形（圧縮成形、射出成形、インフレーション成形及びブロー成形に係るものに限

る。）、強化プラスチック成形（手積み積層成形に係るものに限る。）、石材施工（石材加工及び石張りに係

るものに限る。）、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、

とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工（鉄筋組立てに係るものに限る。）、コンクリー

ト圧送施工、防水施工（シーリング防水工事に係るものに限る。）、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上

げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事及びカーテン工事に係るものに限
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る。）、熱絶縁施工（保温保冷工事に係るものに限る。）、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装（壁装に

係るものに限る。）、塗装（建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装及び噴霧塗装に係るものに限る。）及び工業包装

(3) 基礎級 さく井、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造及び非鉄金属鋳物鋳造に係るものに限る。）、鍛造（ハンマ型鍛造及

びプレス型鍛造に係るものに限る。）、機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤及びマシニングセン

タに係るものに限る。）、金属プレス加工、鉄工（構造物鉄工に係るものに限る。）、建築板金、工場板金

（機械板金に係るものに限る。）、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電

子機器組立て、電気機器組立て（回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立

て及び回転電機巻線製作に係るものに限る。）、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色（糸浸染

及び織物・ニット浸染に係るものに限る。）、ニット製品製造、婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製に係る

ものに限る。）、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製（ワイシャツ製造に係るものに限る。）、

家具製作（家具手加工に係るものに限る。）、建具製作（木製建具手加工に係るものに限る。）、紙器・段ボ

ール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形（圧縮成形、射出成形、インフレーション成形及びブロー成形に

係るものに限る。）、強化プラスチック成形（手積み積層成形に係るものに限る。）、石材施工（石材加工及

び石張りに係るものに限る。）、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、

かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工（鉄筋組立てに係るものに限る。）、

コンクリート圧送施工、防水施工（シーリング防水工事に係るものに限る。）、内装仕上げ施工（プラスチッ

ク系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事及びカーテン工事に係るも

のに限る。）、熱絶縁施工（保温保冷工事に係るものに限る。）、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装

（壁装に係るものに限る。）、塗装（建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装及び噴霧塗装に係るものに限る。）及び

工業包装

２ 試験の方法 実技試験及び学科試験によって行う。

３ 技能検定試験の実施期日及び実施場所

(1) 実技試験

ア 実施期日 令和４年４月１日（金）から令和５年３月３１日（金）までの間において、群馬県職業能力開

発協会（以下「職能協会」という。）が指定する日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

ウ 問題の公表 実技試験の問題は、あらかじめ職能協会から受検申請者宛て送付する。

(2) 学科試験

ア 実施期日 令和４年４月１日（金）から令和５年３月３１日（金）までの間において、職能協会が指定す

る日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

４ 受検手数料の納付方法等

(1) 受検手数料は、群馬県職業能力開発促進法関係手数料条例（平成１２年群馬県条例第６８号）別表に定める

額とする。

(2) 受検手数料の納付方法 実技試験及び学科試験を受ける者は、それぞれの手数料の額を確認して、職能協会

が送付する納付書を使用し、納付すること。

なお、実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、当該手数料の納付は要しない。

また、受検申請を受け付けた後は、申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場合でも、納付した手数

料は返還しない。ただし、試験を実施しない場合を除く。

５ 受検申請の手続
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(1) 提出書類

ア 技能検定受検申請書

イ 実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面

ウ 在留カード

エ 外国政府が発行した旅券（写真欄及び日本国査証欄）

(2) 提出先 〒３７２－０８０１ 群馬県伊勢崎市宮子町１２１１番地の１ 群馬県職業能力開発協会 電話０

２７０－２３－７７６１

(3) 受付期間 原則として、技能検定試験受検希望月の６０日前まで

(4) 受検申請に関する注意

申請書及び案内書は、職能協会で交付する。

６ 合格の発表等

(1) 実技試験又は学科試験の合格通知 実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者については、職能協会が

書面で通知する。

(2) 技能検定合格証書等の交付 技能検定の合格者には、群馬県知事名の合格証書が交付される。このほか、随

時２級及び随時３級の技能検定の合格者には、厚生労働大臣から技能士章が交付される。

７ その他

本公示の随時２級、随時３級及び基礎級の技能検定は、外国人を対象とした「研修成果の評価」又は「修得技

能等の認定」に活用されるものである。

技能検定について不明な点は、群馬県産業経済部労働政策課（電話０２７－２２６－３４１４）又は職能協会

に問い合わせること。

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和４年３月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡大泉町大字吉田字本郷９８６－４、９８６－ 前橋市南町三丁目３５番地の３
５、１０３１－７ 群馬セキスイハイム株式会社 代表取締役 山

下昌宏

２ 邑楽郡大泉町大字寄木戸字稲荷林３９６－５、３９ 東京都練馬区石神井町二丁目２６番１１号
７－１ 一建設株式会社 代表取締役 堀口忠美

３ 富岡市中高瀬５５８－４、５６１－１、５６１－ 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号
２、５６２－１ 第一福岡ビルＳ館４階

株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山英昭

教育委員会告示■
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◎群馬県教育委員会告示第１号

学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第３４条の規定により、指定技能教育施設の連携科目等を、令

和４年３月１５日に次のとおり指定し、令和４年４月１日から適用する。

なお、指定技能教育施設の連携科目等の指定（平成２５年群馬県教育委員会告示第１号）は、令和４年３月３１

日をもって廃止する。

令和４年３月２５日

群馬県教育委員会教育長 渡 辺 郁 美

技能教育のための施設の名称及び所在地 連携措置に係る科目 対応する高等学校の科目

前橋市医師会立前橋准看護学校 看護概論 基礎看護
前橋市岩神町二丁目３番５号 基礎看護技術

人体の仕組みと働き 人体の構造と機能

薬理 疾病の成り立ちと回復の促進
疾病の成り立ち

成人看護 成人看護

老年看護 老年看護

保健医療福祉の仕組み 健康支援と社会保障制度
看護と法律

母子看護 母性看護

精神看護 精神看護

臨地実習 看護臨地実習
看護情報活用

高崎市医師会看護専門学校 看護概論 基礎看護
准看護学科 基礎看護技術
高崎市問屋町四丁目８番地１１

人体の仕組みと働き 人体の構造と機能

薬理 疾病の成り立ちと回復の促進
疾病の成り立ち

成人看護 成人看護

老年看護 老年看護

保健医療福祉の仕組み 健康支援と社会保障制度
看護と法律

母子看護 母性看護

精神看護 精神看護

臨地実習 看護臨地実習
看護情報活用

桐生市医師会立桐生准看護学校 看護概論 基礎看護
桐生市元宿町１８番地２ 基礎看護技術
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人体の仕組みと働き 人体の構造と機能

薬理 疾病の成り立ちと回復の促進
疾病の成り立ち

成人看護 成人看護

老年看護 老年看護

保健医療福祉の仕組み 健康支援と社会保障制度
看護と法律

母子看護 母性看護

精神看護 精神看護

臨地実習 看護臨地実習
看護情報活用

藤岡准看護学校 母子看護 母性看護
藤岡市藤岡１８６０番地１

精神看護 精神看護

臨地実習 看護臨地実習
看護情報活用

富岡市甘楽郡医師会立富岡准看護学校 看護概論 基礎看護
富岡市七日市５５３番地１ 基礎看護技術

人体の仕組みと働き 人体の構造と機能

薬理 疾病の成り立ちと回復の促進
疾病の成り立ち

成人看護 成人看護

老年看護 老年看護

保健医療福祉の仕組み 健康支援と社会保障制度
看護と法律

母子看護 母性看護

精神看護 精神看護

臨地実習 看護臨地実習
看護情報活用

吾妻郡医師会立吾妻准看護学校 看護概論 基礎看護
吾妻郡中之条町大字伊勢町２５番地９ 基礎看護技術

人体の仕組みと働き 人体の構造と機能

薬理 疾病の成り立ちと回復の促進
疾病の成り立ち

成人看護 成人看護

老年看護 老年看護
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保健医療福祉の仕組み 健康支援と社会保障制度
看護と法律

母子看護 母性看護

精神看護 精神看護

臨地実習 看護臨地実習
看護情報活用

沼田准看護学校 看護概論 基礎看護
沼田市上原町１８０１－６８ 基礎看護技術

人体の仕組みと働き 人体の構造と機能

薬理 疾病の成り立ちと回復の促進
疾病の成り立ち

成人看護 成人看護

老年看護 老年看護

保健医療福祉の仕組み 健康支援と社会保障制度
看護と法律

母子看護 母性看護

精神看護 精神看護

臨地実習 看護臨地実習
看護情報活用

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第１８号

病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき施設の定

め等の告示（昭和４１年群馬県選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。

令和４年３月２５日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

「特別養護老人ホーム 赤羽の
表２の項中「特別養護老人ホーム 赤羽の郷 同 赤生田町６４８－９」を

特別養護老人ホーム ニコア

郷 同 赤生田町６４８－９
に改める。

ス 同 苗木町２５７８－７」

◎群馬県選挙管理委員会告示第１９号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分
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の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。

令和４年３月２５日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３２，２９０

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ３０１，８１３

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数

選挙区名 ３分の１の数

北群馬郡 ９，９６５

甘楽郡 ６，２９２

吾妻郡 １５，２２８

利根郡 ９，２７３

佐波郡 １０，０５３

邑楽郡 ２７，０７９

前橋市 ９２，９０６

高崎市 １０３，３１１

桐生市 ３０，８０７

伊勢崎市 ５６，０９５

太田市 ５９，１５７

沼田市 １３，１６８

館林市 ２０，７６４

渋川市 ２１，５８９

藤岡市・多野郡 １９，０１７

富岡市 １３，３４７

安中市 １６，１９２

みどり市 １３，９３０

公安委員会規則■
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群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年３月２５日

群馬県公安委員会委員長 町 田 錦一郎

群馬県公安委員会規則第６号

群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

別表第３県道丸山葉鹿線の項中「群馬県太田市丸山町１４５２番地から群馬県太田市原宿町３９９８番地１まで」

「群馬県太田市丸山町１４５２番地から群馬県太田市原宿町３９９８番地１まで
を に改め、同表県道足門前橋線
群馬県太田市吉沢町１５５０番地から群馬県太田市吉沢町１４７７番地まで 」

「群馬
の項中「群馬県高崎市棟高町字辻久保１５２１番地１３５から群馬県前橋市問屋町一丁目１番地１まで」を

群馬

県高崎市棟高町字辻久保１５２１番地１３５から群馬県前橋市問屋町一丁目１番地１まで
に改め、同表県道太田

県高崎市引間町字諏訪西７４８番地１から群馬県高崎市塚田町字中原２２１番地１まで 」

「群馬県太田市
桐生線の項中「群馬県太田市東金井町６８５番地１から群馬県太田市丸山町１０５番地５まで」を

群馬県太田市

東金井町６８５番地１から群馬県太田市丸山町１０５番地５まで
に改め、同表県道綿貫倉賀野停車場線の項の次

丸山町１０４番地２から群馬県太田市丸山町１４８４番地まで 」

に次のように加える。

県道新田上江田 群馬県太田市下田島町１０４２番地から群馬県太田市下田島町４５１番地１まで
尾島線

別表第３市道１級３１号線の項の次に次のように加える。

市道１級４２号 群馬県太田市新田中江田町８４５番地１から群馬県太田市新田市町９４番地３まで
線

附 則

この規則は、令和４年４月１日から施行する。

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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